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医療情報・システム基盤整備体制充実加算の取扱いに関する 

疑義解釈資料の送付について（その１） 

 

今般、厚生労働省より、「医療情報・システム基盤整備体制充実加算の取扱いに関する

疑義解釈資料の送付について（その１）」が発出されましたので、ご連絡申し上げます。 

なお、令和４年度診療報酬改定にかかる「疑義解釈資料の送付について」の電子的保健

医療情報活用加算に関するＱ＆Ａ（下記参照）については、令和４年９月 30 日をもって廃

止されることとなります。 

また、医療情報・システム基盤整備体制充実加算を算定する医療機関においては、初診

時等に用いる問診票について、留意事項通知の「（別紙様式 54）初診時の標準的な問診票

の項目等」を参考にすることとなりますが、文言等については、同様の内容が含まれてい

れば良く、さらに、 

・現在使用している問診票の他に不足している項目を別紙として作成しあわせて使用す

ること 

・現在使用している問診票の余白部分に不足している項目を追記して使用すること 

・別紙様式 54 の内容を含んだ問診票を新たに作成する等 

いずれの方法であっても問題はないとのことです。 

 

本件については、本会ホームページに掲載するとともに、９月発行の社会保険通報に掲

載いたします。 

つきましては、誠にお手数ではございますが、貴会会員へご周知賜りますようお願い申

し上げます。 

 

記 

 

＜電子的保健医療情報活用加算に関するＱ＆Ａ＞ 

・「疑義解釈資料の送付について（その１）」 

（令和４年３月 31 日厚生労働省保険局医療課事務連絡） 

別添１の問 32 から問 35、別添５の問１から問２、別添６の問 22 から問 23 

 



・「疑義解釈資料の送付について（その７）」（令和４年４月 28 日厚生労働省保険局医   

療課事務連絡）別添の問１ 

・「疑義解釈資料の送付について（その８）」 

（令和４年５月 13 日厚生労働省保険局医療課事務連絡）別添２の問１ 

・「疑義解釈資料の送付について（その 12）」 

（令和４年６月７日厚生労働省保険局医療課事務連絡）別添１の問９ 

 

（参考） 

 

担当事務局：大阪府医師会保険医療課 電話 06-6763-7001 


